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令和２年度第１回 芦屋市文化財保護審議会 会議録 

日   時 令和２年８月６日（木） １５：００～１７：００ 

場   所 芦屋市役所北館４階 教育委員会室 

出  席  者 会  長          森  隆男 

委  員          中江 研 

               森下 章司 

【欠席委員】 

 副 会 長          戸田 清子 

委  員          原口 志津子 

【事 務 局】 

芦屋市教育長        福岡 憲助 

社会教育部長        田中 徹 

生涯学習課長        長岡 良徳 

生涯学習課文化財係長    竹村 忠洋 

生涯学習課文化財係学芸員  森山 由香里 

事 務 局 生涯学習課 

会議の公開 ■ 公開  □ 一部公開  □ 非公開 

傍 聴 者 数 ０ 人 

１ 会議次第 

 (1) 教育長あいさつ 

  (2) 委嘱状交付 

 (3) 会長及び副会長の選出 

 (4) 審議事項：芦屋市指定文化財の諮問について（阿保天神社力石） 

 (5) 報告事項：旧芦屋市営宮塚町住宅の国登録有形文化財の登録について 

 (6) 報告事項：日本遺産『「伊丹諸白」と「灘の生一本」下り酒が生んだ銘醸地，伊 

丹と灘五郷』の認定について 

(4) その他 

２ 提出資料 

  資料１ 芦屋市指定文化財について（諮問） 

  資料２ 旧芦屋市営宮塚町住宅について 

資料３ 日本遺産『「伊丹諸白」と「灘の生一本」下り酒が生んだ銘醸地，伊 

丹と灘五郷』について 



３ 会長及び副会長の選出 

  委員の互選により，森委員が会長に，戸田委員が副会長に選出された。 

４ 審議経過 

【審議事項１】芦屋市指定文化財の諮問について（阿保天神社力石） 

＜森会長＞ 

 それでは，審議事項①について，事務局より説明をお願いいたします。 

＜事務局：福岡教育長＞ 

 資料１・諮問書を読み上げ。 

＜森会長＞ 

  ただいま，阿保天神社力石の芦屋市指定文化財の指定について，教育委員会から諮問

を受けましたので，本審議会で審議したいと思います。事務局から内容説明をお願いい

たします。 

＜事務局：森山＞ 

 資料 1に基づいて説明。 

＜中江委員＞ 

 現在の市街化した芦屋においては，農村であったことを示す貴重な資料だと思います。 

 現在，阿保天神社力石は，屋外に並べられていますが，指定によって，保管方法等に

ついて勧告などを出すのでしょうか。 

＜事務局：森山＞ 

  指定することについては，所有者に内諾を得ていますが，その後どのように保存活用

していくかについては，これから所有者と協議を重ねていく必要があります。少なくと

も解説板は作成したいと考えております。 

＜中江委員＞ 

  地域の方々に文化財の価値をしっていただくのが一番重要かと思いますので，そうい

った点も踏まえての指定になればと思います。 

＜森下委員＞ 

  江戸時代から昭和初期と幅広い年代になっているが，根拠はどうなっていますか。 



＜事務局：森山＞ 

  本資料には紀年銘などがないため，本諮問書での年代については，他地域に所在する

力石の紀年銘や参考文献などを参考に，推定で記載しております。答申に向けての聞き

取り調査などで，もう少し年代の幅を絞れたらと思っております。 

＜森会長＞ 

  民俗資料なので，作られた年代というよりも，社会の中で「力石」として意味をもっ

ていた時期がいつか，が重要です。年代の書き方については検討が必要です。 

  通常，力石は５０～１００ｋｇ程度のため，本資料に刻銘のある５０貫・４２貫は重

過ぎるのではないかと考えています。いつか重量を測っていただきたい。 

  また，盗難の被害にあわないよう，所有者と調整して何らかの防犯対策が必要なので

はないかと思います。 

それでは，阿保天神社の力石について，専門調査をした上で、次回の審議会で改めて

審議してはどうかと思いますが，いかがでしょうか。 

（各委員，異議なし） 

＜森会長＞ 

専門調査についてですが，民俗資料に関することですので，事務局に補助いただきな

がら，私が調査を担当させていただくということでいかがでしょうか。また，調査の内

容や日程については、私と事務局の方で調整させていただくということでいかがでしょ

うか。 

（各委員，異議なし） 

【報告事項１】旧芦屋市営宮塚町住宅の国登録有形文化財への登録について 

＜森会長＞ 

それでは，報告事項①について，事務局より説明をお願いいたします。 

＜事務局：竹村＞ 

資料２に基づいて説明。 

＜森会長＞ 

中江委員，補足説明などはありますでしょうか。 

＜中江委員＞ 



 はい。「石造」という点について補足します。当時，京都帝国大学（現在の京都大

学）に構造の専門家である棚橋諒教授がおられ，戦後の資材不足の対策として伝統的

な資材である凝灰岩を用いた施工を研究され，特許取得などをされていました。旧宮

塚町住宅について，棚橋諒の関与ははっきりとは書かれていませんが，当時の芦屋市

の建設部局の担当者と，旧宮塚町住宅を施工した日本ビルダーズ㈱の社長と棚橋が京

都帝国大学で１年違いの先輩・後輩という関係を確認することができ，何らかの関係

があったと考えられます。 

棚橋諒はその後，日本建築学会の会長になりますが，そのような方が戦後に伝統的

な工法と最新の標準設計を合わせて市営住宅を建設することを考えたということが，

全国的にも非常に珍しい貴重な例だと思われます。 

また，建築のデザイン面においても，コンクリートブロックを石積みの間に挟むこ

とで，ヨーロッパでよくある手の込んだ目地の付け方に近いものになっています。こ

れはデザイン的にも優れていますが，実はこのコンクリートブロックの間に鉄筋を通

すことで，工法的にも手間が減るようなやり方をされています。 

標準設計と比べると，屋根周りの高さとかが少し違い，屋根の水をちゃんと流すた

めに勾配を少しきつくする工夫したのかもしれません。内部の方は，一部旧状も残さ

れており，非常に良い活用のされ方ではないかと思います。 

＜森下委員＞ 

 日華石は，国会議事堂でも使われているということですが，建築資材としては一般的

に使う石だったんでしょうか。 

＜中江委員＞ 

 旧山邑家住宅（ヨドコウ迎賓館）など，大谷石を使う建築は比較的多く見られますが，

日華石はそれほど近代の建築においては見られません。旧甲子園ホテルには日華石が使

われています。また，日華石が産出地周辺では日華石が非常に多く使われており，日華

石の街並みが残されているところがございます。流通範囲があまり広くありません。 

＜森会長＞ 

 ありがとうございました。他にご意見等はございませんか。 

（各委員，意見なし） 

【報告事項２】日本遺産『「伊丹諸白」と「灘の生一本」下り酒が生んだ銘醸地，伊丹と

灘五郷』の認定について 

＜森会長＞ 

 では，報告事項②について，事務局より説明をお願いいたします。 



＜事務局：竹村＞ 

  資料３に基づいて説明。 

＜森会長＞ 

今のご説明につきまして，何かご意見等はありますでしょうか。 

＜中江委員＞ 

 非常に良いことかと思います。具体的にはどのようなことをされるのでしょうか。 

＜事務局：竹村＞ 

今後，協議会を発足し，そこで具体的な事業が決まっていくことになります。これま

での会議では，ホームページを立ち上げて情報発信を全国にしていく，共通する解説板

を設置する，などの案が上げれられていますが，具体的な内容などについては，今後決

めていくことになります。 

＜森会長＞ 

 日本遺産は，今までどのくらい認定されているのですか。 

＜事務局：竹村＞ 

 平成２７年度から認定が開始され，結局あの，合計１０４件が認定されています。 

＜森会長＞ 

 わかりました。ありがとうございます。 

以上で報告事項は終わりましたので，事務局からこの他に何かございますか。 

＜事務局：長岡＞ 

 今年は徳川大坂城東六甲採石場（１６２０～１６２９年）の採石開始からちょうど４

００年ということで，西宮市教育委員会と連携して４００年記念事業の方を実施する予

定でした。しかし，新型コロナウイルスの感染の影響がありましたので，来年度に延期

し，イベント等を考えていきたいと思っています。報告は以上でございます。 

―閉会― 


